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新  旧  対  照  表 

新 旧 

１～３ （略） 

４．地域再生計画の目標 

（１）朝来市の概要 （略） 

（２）これまで行ってきた施策 （略） 

（３）今後の方針 

  朝来市は、これまで旧４町で行ってきた施策を踏襲しながら、遺産や豊か

 な自然を有効に利用した広域交流拠点のまち、「人と緑 心ふれあう 交流の

 まち」を目指している。 

  「人と緑」は、朝来市の最大の地域資源である多様で豊かな自然資源を活

 かしたまちづくりを意味する。朝来市は、その総面積の４分の３を森林が占

 め、日本海へ注ぐ円山川と瀬戸内海へ注ぐ市川の分水嶺に位置することから、

 地球温暖化防止対策の一環として森林資源が重要視されつつあること、水源

 地の環境保全に下流域住民と連携した活動を進めるべきとする考え方が普及

 しつつあること、豊かな自然が地域活性化のための資源として再評価されて

 いることを踏まえ、人と自然が調和する環境にやさしいまちづくりを目指し

 ている。 

 「心ふれあう 交流のまち」は、自然とともに数多くの歴史・文化遺産を

活用することで都市と農村との交流を促進し、これをもって地域の活性化を

図り、ひいては全国・世界に向けて情報発信する広域交流拠点を目指すこと

を意味している。 

 今回この地域再生計画では、道整備交付金により交流拠点を結ぶ新しいネ

ットワークをつくることにより、さらなる交流の促進、観光・農林水産業・

商業の振興、新産業の創造、雇用の確保などを図り、「人と緑 心ふれあう 交

流のまち 朝来市」の実現を目指している。 
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４．地域再生計画の目標 

（１）朝来市の概要 （略） 

（２）これまで行ってきた施策 （略） 

（３）今後の方針 

  朝来市は、これまで旧４町で行ってきた施策を踏襲しながら、遺産や豊か 

 な自然を有効に利用した広域交流拠点のまち、「人と緑 心ふれあう 交流の 

 まち」を目指している。 

  「人と緑」は、朝来市の最大の地域資源である多様で豊かな自然資源を活 

 かしたまちづくりを意味する。朝来市は、その総面積の４分の３を森林が占 

 め、日本海へ注ぐ円山川と瀬戸内海へ注ぐ市川の分水嶺に位置することから、 

 地球温暖化防止対策の一環として森林資源が重要視されつつあること、水源 

 地の環境保全に下流域住民と連携した活動を進めるべきとする考え方が普及 

 しつつあること、豊かな自然が地域活性化のための資源として再評価されて 

 いることを踏まえ、人と自然が調和する環境にやさしいまちづくりを目指し 

 ている。 

 「心ふれあう 交流のまち」は、自然とともに数多くの歴史・文化遺産を 

活用することで都市と農村との交流を促進し、これをもって地域の活性化を 

図り、ひいては全国・世界に向けて情報発信する広域交流拠点を目指すこと 

を意味している。 

 今回この地域再生計画では、道整備交付金により交流拠点を結ぶ新しいネ 

ットワークをつくることにより、さらなる交流の促進、観光・農林水産業・ 

商業の振興、新産業の創造、雇用の確保などを図り、「人と緑 心ふれあう 交 

流のまち 朝来市」の実現を目指している。 

 



新 旧 

  (目標１) 市道と林道整備による地域間の交通ネットワークの構築 

         国道 312 号と主要地方道養父朝来線の時間短縮 

２．８分（平成１７年度現在）  

                 → １．３分（平成２１年度見込） 

大型車通行不能（平成１７年度現在） 

                 → 大型車通行可能（平成２１年度見込）

      林道開設による通行可能箇所の増 

通行可能区間 → ２箇所増 

 

  （目標２）災害時の迂回路となる道路整備 

        災害時の迂回路として活用  

１千台／日（平成１７年度現在） 

→ １万５千台／日（平成２１年度見込） 

  （目標３）産業の振興と地域環境の改善 

        林道利用効果区域 → ３６０ｈａ増（平成２２年度） 

        間伐実施面積 → ４５ｈａ増（平成２２年度） 

 

  （目標４）地域内の観光拠点へ観光客の入込促進 

        観光客の入込促進 

７６万人／年（平成１５年度現在） 

                  → ９０万人／年（平成２１年度見込）

 

５.目標を達成するために行う事業 

（５－１）全体の概要 （略） 

（５－２）法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

   道整備交付金を活用する事業 

    対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を了して

  (目標１) 市道と林道整備による地域間の交通ネットワークの構築 

         国道 312 号と主要地方道養父朝来線の時間短縮 

２．８分（平成１７年度現在）  

                 → １．３分（平成２１年度見込） 

大型車通行不能（平成１７年度現在） 

                 → 大型車通行可能（平成２１年度見込） 

      林道開設による通行可能箇所の増 

通行可能区間 → ２箇所増 

 

  （目標２）災害時の迂回路となる道路整備 

        災害時の迂回路として活用  

１千台／日（平成１７年度現在） 

→ １万５千台／日（平成２１年度見込） 

  （目標３）産業の振興と地域環境の改善 

        林道利用効果区域 → ２４５ｈａ増（平成２２年度） 

        間伐実施面積 → ４０ｈａ増（平成２２年度） 

 

  （目標４）地域内の観光拠点へ観光客の入込促進 

        観光客の入込促進 

７６万人／年（平成１５年度現在） 

                  → ９０万人／年（平成２１年度見込） 

 

５.目標を達成するために行う事業 

（５－１）全体の概要 （略） 

（５－２）法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

   道整備交付金を活用する事業 

    対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を了して 



新 旧 

   いる。なお、整備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面に

   よる。 

・市道：道路法に規定する市道に昭和６０年２月２１日に認定済 

・林道：森林法による円山川地域森林計画（平成１７年４月１日樹立）

 に路線を記載 

 

〔施設の種類（事業区域）、実施主体〕 

   ・市道（朝来市）、朝来市 

   ・林道（朝来市） 兵庫県 

〔事業期間〕 

・市道（平成１８～２１年度） 

・林道（平成１８～２２年度） 

〔整備量及び事業費〕 

・整備量 

・市道 Ｌ＝０．６６ｋｍ 

・林道 Ｌ＝６．６４ｋｍ     

・事業費 

・総事業費 １，５４１，０００千円  

              （うち交付金７７０，５００千円）

・市道    ３９１，０００千円 

             (うち交付金１９５，５００千円)

・林道  １，１５０，０００千円 

             (うち交付金５７５，０００千円)

 

  （５－３）その他の事業 （略） 

  

６～８.計画期間  （略） 

   いる。なお、整備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面に 

   よる。 

・市道：道路法に規定する市道に昭和６０年２月２１日に認定済 

・林道：森林法による円山川地域森林計画（平成１７年４月１日樹立） 

 に路線を記載 

 

〔施設の種類（事業区域）、実施主体〕 

   ・市道（朝来市）、朝来市 

   ・林道（朝来市） 兵庫県 

〔事業期間〕 

・市道（平成１８～２１年度） 

・林道（平成１８～２２年度） 

〔整備量及び事業費〕 

・整備量 

・市道 Ｌ＝０．６６ｋｍ 

・林道 Ｌ＝４．５６ｋｍ     

・事業費 

・総事業費 １，３７９，０００千円  

              （うち交付金６８９，５００千円） 

・市道    ３９１，０００千円 

             (うち交付金１９５，５００千円) 

・林道    ９８８，０００千円 

             (うち交付金４９４，０００千円) 

 

  （５－３）その他の事業 （略） 

  

６～８.計画期間  （略） 




